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千葉県地域リハビリテーション千葉県地域リハビリテーション
支援体制支援体制整備整備推進事業推進事業の課題整理と提案の課題整理と提案
地域包括ケアシステム構築に関わることについて地域包括ケアシステム構築に関わることについて

千葉県千葉リハビリテーションセンター

地域連携部 地域支援室

田中康之
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１．考え方の整理１．考え方の整理
～地域リハと地域包括ケア～～地域リハと地域包括ケア～
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地域リハビリテー
ションの理念
（2001年、日本リ
ハビリテーション
病院・施設協会）

平成23年の介護
保険法等改正
介護保険法にお
ける「地域包括ケ
ア」に係る

理念規定の創設
介護保険法第５
条第３項
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地域リハビリテーションの理念地域リハビリテーションの理念

地域リハビリテーションとは、
障害のある人々や高齢者およ
びその家族が住み慣れたとこ
ろでそこに住む人々とともに、
一生安全に、いきいきとした生
活が送れるよう、医療や保健、
福祉及び生活にかかわるあら
ゆる人々や機関、組織がリハ
ビリテーションの立場から協力
しあって行う行動のすべて

介護保険法第５条第３項介護保険法第５条第３項

国及び地方公共団体は、被
保険者が、可能な限り、住み慣
れた地域でその有する能力に
応じ自立した日常生活を営むこ
とができるよう、保険給付に係
る保健医療サービス及び福祉
サービスに関する施策、要介護
状態等となることの予防又は要
介護状態等の軽減若しくは悪
化の防止のための施策並びに
地域における自立した日常生
活の支援のための施策を、医
療及び居住に関する施策との
有機的な連携を図りつつ包括
的に推進するよう努めなければ
ならない
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AreaとCommunityを、障害が
あってもその人らしく暮らすこと
ができるように変えていく活動

（地域リハ≒地域包括ケア） ＝ まちづくり、人づくり
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＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシステムの構築にお＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシステムの構築にお
ける今後の検討のための論点．平成ける今後の検討のための論点．平成2525年年33月月

＜第二部＞地域包括ケアシステムを構築するために＜第二部＞地域包括ケアシステムを構築するために
3. 3. 医療・介護の連携医療・介護の連携

医療と介護における制度面での連携医療と介護における制度面での連携

様々な地域の実情と介護ニーズと医療ニーズの実
態を踏まえた上で、各サービス提供主体の機能や特
徴をどのように組み合わせて整備すれば最善の対応
が可能になるか、といった視点や、医療施設における
リハビリテーションから地域における居住生活の維持
向上を目指したより広い意味でのリハビリテーション
（地域リハビリテーションの概念）まで含めた体制をどう
構築するか、といった視点が重要ではないだろうか。
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■地域のすべての住民
本報告書では、介護保険の文脈から高齢者に焦点を

当てた議論を行っているが、地域包括ケアシステムは、
元来、高齢者に限定されるものではなく、障害者や子供
を含め、地域のすべての住民にとっての仕組みである。

＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシステムの構築における今後＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシステムの構築における今後
の検討のための論点．平成の検討のための論点．平成2525年年33月月

＜第二部＞地域包括ケアシステムを構築するために＜第二部＞地域包括ケアシステムを構築するために
1. 1. 地域包括ケアシステムにおいて諸主体が取り組むべき方向地域包括ケアシステムにおいて諸主体が取り組むべき方向p.7p.7
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地域包括ケアの地域包括ケアのKeywordKeyword
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「＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシステムの構
築における今後の検討のための論点（平成25年3月）」
から以下のことがKeywordとして考えられます。

≒地域リハ事業の取り組み

• 地域ニーズの把握（地域診断）
• 医療と介護の連携（横と縦）
• 地域ケア会議（5つの機能）
• 人材育成・確保

１＿社会保障審議会介護保険部会（第44回）
8
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２．地域包括ケアに関わる地域リハ２．地域包括ケアに関わる地域リハ
事業の課題整理事業の課題整理
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地域リハ事業
（全県・2次保健医療圏域）

M市 Y町

B地域

C地域 G地域F地域
A地域
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課題１課題１

市町村及び地域包括支援センターにリハ専門職の必置
基準が無いなかで、「2次保健医療圏」に設置されたリハ支
援機関から「日常生活圏域」の支援をどのように行うのか、
その関係性の整理が出来ていない。
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課題２課題２

• 地域リハビリテーションにおいても、解決す
べき地域の課題を分析・整理すること（地域
診断）が必須だが、十分にできていない。
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• 県リハ支援センター、地域リハ広域支援センター
が全て病院であるという特性を活用しきれてい
ない。

課題３課題３

• 関係機関・組織同士で、向かっている方向は
同様であるのに、人員、組織・機関、仕事の横
のつながりが希薄である。
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地域医療
のKey
医師会

地域保健
のKey
保健所

介護保険
のKey
市町村

各種制度
主権者
市町村

県 職能団体、
等
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地域リハ

地域医療連
携パス

高齢者の住
まい

認知症
高次脳機能
障害

障害児

ロコモ対策
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目標は「本人が暮らしていける『まち・人づくり』」。すなわち地域リハ
のねらいと方向は同様。しかし、関わる人・職種が重複していたり、
逆に欲していたりするのに横のつながりが希薄であり、非効率的。
→適時性の阻害因子に

県施策でも県施策でも……

３．「これから」のための提案３．「これから」のための提案
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地域保健対策の推進に関する基本的な指針の一部改正について
厚生労働省健康局長 健発0731第８号 平成24年７月31日

３．医療、介護、福祉等の関連施策との連携強化について

都道府県及び保健所（都道府県が設置する保健所に限る。）は、広域的な観
点から都道府県管内の現状を踏まえた急性期、回復期及び維持期における医
療機関間の連携、医療サービスと介護サービス及び福祉サービス間の連携によ
る地域包括ケアシステムの強化に努めることが必要であること。

保健所

地域リ
ハ広域
支援セ
ンター

広域支援センターが全て病院と
いう特徴を活かせるのでは？

医療と医療の連携
医療と介護の連携
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＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシステムの構築における今後の検討のための論点．
平成25年3月

＜第二部＞地域包括ケアシステムを構築するために
1. 地域包括ケアシステムにおいて諸主体が取り組むべき方向

■都道府県
＜市町村の地域包括ケアシステム構築への支援＞

介護人材の育成や確保などについては、市町村とともに、都道府県がより広域的
かつ中長期的な視点で取組を推進することが望ましいのではないだろうか。具体
的には、都道府県が2025年に向けた介護人材の需給予測を行うとともに、中長期
的な介護人材戦略を策定するなど、都道府県が人材確保の取組を主導していくこ
とが考えられる。

県
市町村

地域リ
ハ広域
支援セ
ンター

人材育成

16
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地域ケア
会議

地域リハ広
域支援セン
ター

地域ケア会議

17

地域リハ広域支援センターが公地域リハ広域支援センターが公
的な事業として位置づけられてい
る特性を活用でき、施策反映に繋

がるのでは？

１＿社会保障審議会介護保険部会（第44回） 18
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市町村を超えたレベル
の地域ケア会議

地域ケア会議運営マニュアル
平成25年3月 一般財団法人 長寿社会開発セ
ンター p.36 19

１＿社会保障審議会介護保険部会（第44回） 20
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１＿社会保障審議会介護保険部会（第44回）
21

県
市町村

地域リハ広
域支援セン
ター

介護予防

22

リハビリテーション支援機関という
特性を活用できるのでは？
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23
「予防給付の見直しと地域支援事業の充実について」
第51回 社会保障審議会介護保険部会（平成25年10月30日）

24
「予防給付の見直しと地域支援事業の充実について」
第51回 社会保障審議会介護保険部会（平成25年10月30日）
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25
「予防給付の見直しと地域支援事業の充実について」
第51回 社会保障審議会介護保険部会（平成25年10月30日）

26
「予防給付の見直しと地域支援事業の充実について」
第51回 社会保障審議会介護保険部会（平成25年10月30日）



2013/11/13

14

27
「予防給付の見直しと地域支援事業の充実について」
第51回 社会保障審議会介護保険部会（平成25年10月30日）

参考．先駆的取り組み参考．先駆的取り組み
～３つの地域について～～３つの地域について～

28
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京都府の取り組み京都府の取り組み

先駆的事例として・・・（1/3）

29

30

1

2
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31

（23年度～）

連携体制

の構築

㉒総合ﾘﾊ推進

ﾌﾟﾗﾝ(第１期)
策定

訪門看護・訪問リハ

回復期リハ病床

急性期病院

介護老人保健施設
（老健）

地域包括支援
センター

日常生活圏域

コーディネーター
を配置

地域包括支援センター
等に対し、リハサービス
に関する助言・相談

事例検討会・連携ﾂｰﾙ
勉強会を開催し圏域内
の連携強化

●圏域のリハビリ
支援拠点

●高齢者の
支援拠点

●在宅療養の
リハ支援拠点
（訪問リハ等）

◆回復期リハビリ
病棟整備促進

◆訪問リハビリ事業所
整備促進事業

◆人材の確保・育成
・理学療法士等修学資金貸与事業
・リハビリテーション就業フェア等の開催
・少人数職場巡回、摂食・嚥下障害対応
・看護職・介護職ステップアップ研修
・特養・老健等施設長、機能訓練指導員
等への研修

（府ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援ｾﾝﾀｰ）

かかりつけ医・訪問リハ

在宅療養者が訪問
リハサービスを受け
られる環境整備

★ 府リハビリテーション支援センター

支援

高齢者・家族等

 

特養・療養病床
在宅療養あんしん
病院・障害者施設

リハビリ従事者に対し訪問
による相談・指導

★府全域における
リハ提供体制の拠点
★府全域の整備等

◆連携体制のシステム化
・圏域における支援等

◆人材の確保・育成
・理学療法士等修学資金貸与事業
・リハビリテーション就業フェア等の開催
・少人数職場巡回、摂食・嚥下障害対応
・看護職・介護職ステップアップ研修

・特養・老健等施設長、機能訓練指導員
等への研修

◆施設の拡充
・回復期リハ病棟整備促進事業
・訪問リハビリ事業所整備促進事業

支援

地域リハビリテーション
支援センター

保 健所

連携・支援

◆脳卒中地域
連携ﾊﾟｽのIT化
促進

総合リハビリテーション充実事業
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広島県の取り組み広島県の取り組み

先駆的事例として・・・（2/3）

33

なぜ地域包括ケアかなぜ地域包括ケアか
• 実践から地域包括医療・ケアが登場した

– 広島県御調町（現尾道市）の山口昇医師の提唱
1970年代から

• 05年介護保険制度改正での政策理念として提
起

• その後地域包括ケア研究会での検討の蓄積
• 社会保障個国民会議から税と社会保障一体改
革そして、社会保障国民会議での論議

• 国際的動向における地域を基盤とした包括的ケ
アの推進

34
高橋紘士：地域包括ケア研究会 「2025年に向けた新しい地域づくり －地域包括ケア
システムの構築を目指して－」 （平成25年7月29日）資料より抜粋
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兵庫県の取り組み兵庫県の取り組み

先駆的事例として・・・（3/3）

37

兵庫県下の地域リハビリテーション支援システムの再兵庫県下の地域リハビリテーション支援システムの再
構築と展望構築と展望

兵庫県立西播磨総合リハビリテーションセンター兵庫県立西播磨総合リハビリテーションセンター 逢坂逢坂 悟郎悟郎
（（現：厚生労働省現：厚生労働省 老健局老人保健課老健局老人保健課 医療・介護連携技術推進官）医療・介護連携技術推進官）

• 兵庫県では、２０１０年度から県庁内に保健・医
療・福祉の関係各課、保健所長および県リハ支
援センターによる地域リハワーキング会議が設
立された。

38

保健所が圏域リハ支援セン
ターのパートナーとして、力を
合せて二次圏域コーディネー
ターの役割を果たすことに
なった。


